
第８９号議案 

 

東三河広域連合の設置について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第３項の規定により、豊橋市、

豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村に関する事務を処理

するため、次のとおり規約を定め、東三河広域連合を設置するものとする。 

 

平成２６年１２月３日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

東三河広域連合規約 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

東三河広域連合の設置に伴い、必要な事項を定めるため提案する。 



東三河広域連合規約 

 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、東三河広域連合（以下「広域連合」という。）という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町

及び豊根村（以下「構成市町村」という。）をもって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、構成市町村の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び介護保険法施行法（平成９年法

律第１２４号）に規定する介護保険に関する事務で、次に掲げるもの 

ア 保険者の統合に関すること。 

イ 第７期介護保険事業計画の策定に関すること。 

ウ ア及びイの事務に附帯すること。 

⑵ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき構成市町村が賦課した地方

税及び国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に基づき構成市町村が保

険者として賦課した国民健康保険料に係る滞納事案のうち、構成市町村の長が

広域連合への移管の手続を行った事案に係る滞納整理等に関する事務 

⑶ 社会福祉法人に関する事務のうち、構成市町村のそれぞれの市が行う次に掲

げるもの 

ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第３０条第１項第１号に基づき所

轄庁として実施する事務（同法第６章に規定するものに限る。） 

イ 社会福祉法第５６条第１項に規定する事務 

⑷ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第１５条に規定する市町村審査会の設置及び運営に関する事

務 

⑸ 消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第８条第２項に規定する消費生活

相談等に関する事務 

⑹ 航空写真撮影及び地形図データ作成に関する事務 



⑺ 広域（２以上の構成市町村にまたがる区域をいう。）にわたる新たな連携事業

の調査研究に関する事務 

⑻ 事務権限の移譲に係る調査研究に関する事務 

⑼ 構成市町村が一体となって取り組む事業で、次に掲げるもの 

ア 公共施設の相互利用に関すること。 

イ 職員研修に関すること。 

ウ 情報発信に関すること。 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合の作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２８４条第３項に規定する広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲げる項目

について記載するものとする。 

⑴ 前条に規定する事務の処理に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に

関すること。 

⑵ 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所の位置） 

第６条 広域連合の主たる事務所は、愛知県豊橋市八町通二丁目１６番地に置く。 

（広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、２６人

とする。 

（広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員は、構成市町村の議会の議員のうちから、構成市町村の議会

においてこれを選挙する。 

２ 構成市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。 

⑴ 豊橋市 ７人 

⑵ 豊川市 ４人 

⑶ 蒲郡市 ３人 

⑷ 新城市 ３人 

⑸ 田原市 ３人 

⑹ 設楽町 ２人 

⑺ 東栄町 ２人 

⑻ 豊根村 ２人 



３ 構成市町村の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の規定の例

による。 

（広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、構成市町村の議会の議員としての任期による。た

だし、後任者が就任する時まで在任する。 

２ 前項の規定にかかわらず、広域連合議員が、構成市町村の議会の議員でなくな

ったときは、同時にその職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、

速やかに、これを選挙しなければならない。 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第１０条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙

しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合の執行機関の組織） 

第１１条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長７人を置く。 

２ 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域

連合長が指定する順によって副広域連合長がその職務を代理する。 

（広域連合の執行機関の選任方法） 

第１２条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票によ

り、これを選挙する。 

２ 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、広域連合長以外の構成市町村の長をもって充てる。 

（広域連合の執行機関の任期） 

第１３条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、構成市町村の長としての任期に

よる。 

２ 広域連合長及び副広域連合長が構成市町村の長でなくなったときは、同時にそ

の職を失う。 

（補助職員） 

第１４条 第１１条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の必要な職員

を置く。 



（選挙管理委員会） 

第１５条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、構成市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格

が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の

議会においてこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第１６条 広域連合に、監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地

方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有す

る者（次項において「識見を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、

それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年と

し、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

⑴ 構成市町村の負担金 

⑵ 国及び県の支出金 

⑶ その他の収入 

２ 前項第１号に規定する構成市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定

めるものとし、別表の左欄に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める負担割合により按分する。 

（委任） 

第１８条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、愛知県知事の許可のあった日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 



２ 施行日から平成２７年３月３１日までの間における第４条第１号、第３号から

第５号まで及び第７号から第９号までに規定する事務は、これらの規定にかかわ

らず、これらの規定に関する事務の準備行為とする。 

３ 施行日から平成２８年３月３１日までの間における第４条第２号及び第６号に

規定する事務は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に関する事務の準備

行為とする。 

４ 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間における第４条第５号

に規定する事務は、同号の規定にかかわらず、消費生活専門相談員等の育成、消

費生活に係る情報発信及びこれらに附帯する事務に限るものとする。 



別表（第１７条関係） 

経費の区分 負担割合 

共通経費 人口割 

第４条第１号に規定する事務に係る経費 高齢者人口割 

第４条第２号に規定する事務に係る経費 人口割 

第４条第３号に規定する事務に係る経費 社会福祉法人数割 

第４条第４号に規定する事務に係る経費 障害支援区分認定審査件数割 

第４条第５号に規定する事務に係る経費 人口割 

第４条第６号に規定する事務に係る経費 基準面積割 

第４条第７号に規定する事務に係る経費 人口割 

第４条第８号に規定する事務に係る経費 人口割 

第４条第９号に規定する事務に係る経費 人口割 

備考 

１ 「人口割」は、予算の属する年度の前年度の９月３０日現在の住民基本台

帳に基づく人口による。 

２ 「高齢者人口割」は、予算の属する年度の前年度の９月３０日現在の住民

基本台帳に基づく満６５歳以上人口による。 

３ 「社会福祉法人数割」は、予算の属する年度の前年度の３月３１日現在の

社会福祉法人数による。 

４ 「障害支援区分認定審査件数割」は、予算の属する年度前３年間の審査件

数の総数による。 

５ 「基準面積割」は、当該事務の実施区域の面積を用いて次の式により算出

した面積（単位はｈａとし、小数点第１位を四捨五入する。）による。 

（都市計画区域面積＋準都市計画区域面積）×１．０＋その他の区域面積

×０．７ 


